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川越市教育委員会第８回定例会会議録

１ 会議の場所 川越市教育委員会 教育委員会室

２ 開 会 令和元年１０月１７日 午後１時

３ 閉 会 令和元年１０月１７日 午後１時４０分

４ 教育長並びに出席した委員 新保正俊、梶川牧子、長谷川 均、黒田弘美、嶋野

道弘

５ 欠 席 委 員 なし

６ 教育長の職務を行った者 教育長新保正俊

７ 説明のため出席した者 教育総務部長中沢雅生、学校教育部長中野浩義、教育

総務部副部長兼教育財務課長松本和弘、学校教育部副部長兼教育指

導課長内野博紀、教育総務部参事兼中央公民館長久津間義雄、学校

教育部参事兼学校管理課長梶田英司、学校教育部参事兼教育センタ

ー所長横山敦子、教育総務課長若林昭彦、文化財保護課長田中敦子、

中央図書館長鳥海睦美、博物館長大澤 健、学校給食課長鈴木勝行、

市立川越高等学校事務長松本陽介、地域教育支援課副課長大牟田兼

一

８ 前回会議録の承認

令和元年度第５回臨時会会議録、第６回定例会会議録及び第７回定例会会議録につ

いては、現在、調整中であり、次回会議において承認することになった。

９ 議題及び議事の概要

日程第１議案第３０号 教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を

求めることについて

参事兼教育センター所長

本市議会第４回定例会（９月議会）において、川越市立教育センター条例の一部

を改正する条例が議決されたことに伴い、川越市立教育センター条例施行規則の一

部を改正する必要が生じたが、施行日である令和元年１０月１日までの期間が短く

教育委員会会議を招集するいとまがなかったため、川越市教育委員会事務委任規則

第４条の規定に基づき教育長が臨時に代理したことについて、同規則第５条の規定

により教育委員会の承認を求めるものである。

委 員

教育センター第一分室は「リベーラ」という愛称があることで親しみやすい印象

を与えている。第二分室に愛称をつけることを検討しているのか伺いたい。

参事兼教育センター所長

現段階で検討はしていないが、今後、市民等の声を聴く中で検討はしていきたい

と考えている。
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委 員

市民や利用者からの要望があればぜひ検討してもらいたい。

教育長

教育センター第二分室の現状について伺いたい。

参事兼教育センター所長

第二分室では主に就学相談を実施している。また、教職員の研修も実施したとこ

ろである。ここで受変電設備工事が始まり、この後、今年度中に床の張替え工事を

実施する予定である。

教育長

学校や市民への周知はどのように行っているか確認したい。

参事兼教育センター所長

学校への周知については、定例校長会において旧あけぼの・ひかり児童園が教育

センター第二分室になったことを説明したところである。今後、本市ホームページ

の当センターのページに掲載し、市民への周知を図っていきたいと考えている。

教育長

広報川越にも掲載し、周知すべきと考える。

（全員異議なく原案どおり決定）

１０ 報告事項

⑴ 市内小学校発生のいじめ事案に関する報告書について

（非公開）

１１ その他

⑴ 議事に先立ち教育長から、報告事項は個人に関する情報であることから、これらの

審議に係る会議を公開しないこととする動議が提出され、全出席委員がこの動議に賛

成し、当該審議については非公開として取り扱うことに決定した。

⑵ 会議録署名委員として、黒田委員、嶋野委員が指名された。

⑶ 次回教育委員会は、令和元年１１月１９日（火）午前１０時開催に決定した。


